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１ 海岸法の概要（これまでの改正内容など）
目的（海岸法第１条）
津波、高潮、波浪、その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護すると

ともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もって国土の
保全に資する

【海岸法の制定：昭和３１年】
・昭和２８年の台風１３号による被害が契機
・津波、高潮、波浪等の海岸被害からの防護

【海岸法の一部改正：平成１１年】
・海岸の防護に加え、海岸環境の整備・保全、公衆の海岸の適正な利用を追加
・「海岸保全基本方針」「海岸保全基本計画」について規定
・一般公共海岸制度の創設
・その他（国の直轄管理制度の導入等）

【海岸法の一部改正：平成２６年】
・水門・陸閘等に関する操作規則等の策定（法第１４条の２～４）
・海岸管理者は海岸保全施設を良好な状態に保つよう維持・修繕すべきと明確化
（法第１４条の５）

・その他（海岸保全施設に粘り強い構造を位置付け、協議会の設置等） 1



１ 海岸法の概要（基本方針と基本計画）
【海岸保全基本方針：海岸法第２条の２】
農林水産省・国土交通省共同策定 R2.11.20告示
・「今後の海岸の望ましい姿の実現に向けた海岸の保全に関する基本的な事項」を
示すもの

・全国の海岸を７１沿岸に分け、沿岸毎に「海岸保全基本計画」を定める
http://www.mlit.go.jp/river/kaigan/main/coastplan/index.html

・気候変動の影響を踏まえ、災害に対する適切な防護水準を確保する

【海岸保全基本計画：海岸法第２条の３】
都道府県知事が基本方針に基づき沿岸毎に定める
※社会資本整備重点計画：気候変動の影響を防護目標に取り込む（Ｒ７年度までに39）

【海岸保全区域：海岸法第３条】
防護・管理すべき海岸の一定の区域で都道府県知事が指定する

【海岸法における法定受託事務：海岸法第４０条の４】
・海岸保全基本計画の策定 ・海岸保全区域の指定 ・海岸の工事に関する事務
※海岸保全区域の管理は自治事務 2



※

海面利用・海洋環境
は海岸法の対象外

原則として50ｍ 原則として50ｍ

海岸保全区域

原則として
50ｍを超える陸域は
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1,600km 3,000km 5,000km 3,900km 200km 海岸法の適用範囲

有施設延長 9.8千km

海岸線延長 約35.3千km

一般公共海岸
区域延長

8.4千km

その他
13.1千km

※海岸保全区域延長は、陸域（二線堤0.5千km及び重複区間0.3千km)を除く
※四捨五入してあるので、計と合致しないものがある
資料：令和５年度版 海岸統計（令和４年３月31日現在）

・保安林
・鉄道護岸
・道路護岸
・飛行場  など

海岸保全区域延長※ 13.8千km

※指定の日の属する年の春分の日における満潮位・干潮位

※

日本の海岸線の総延長は約35.3千kmと極めて長大であり、このうち防護工事の対象となる海岸
として、約13.8千kmが海岸保全区域に指定されている。海岸線の概要は以下のとおりである。

２ 海岸保全区域（日本の海岸の概要）
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左記以外の海岸漁港の海岸 干拓地等の農地に隣接する海岸

干拓地等

港湾区域

港湾局所管 水産庁所管 農村振興局所管 水管理・国土保全局所管

港湾隣接地域

漁港区域

港湾の海岸

海岸保全区域

港湾管理者の長が管理 漁港管理者である
地方公共団体の長が

管理
↓

都道府県知事
または 市町村長

都道府県知事等が管理 都道府県知事等が管理

２ 海岸保全区域 海岸保全区域の概要（イメージ図）
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坊泊漁港海岸(鹿児島県)
ぼうどまり

漁港施設

海岸保全施設

小川漁港海岸（福井県）

海岸保全区域

漁港区域

おがわ

漁港区域にある海岸保全区域及び漁港区域に接する海岸保全区域については、海岸法第５条第３項及び
第４項の規定に基づき、漁港管理者の長である知事や市町村長が「海岸管理者」となり、漁港の行政と一
体的に海岸行政を行い、漁村の発展と安全確保を図っている。
２,７８０漁港（令和４年４月１日現在）の漁港区域に係る海岸保全区域延長は３,２３６ｋｍ注)（令和

４年３月３１日現在）であり、うち市町村が管理している漁港海岸保全区域の延長は、１,９７０ｋｍ注) 

（約６１％）を占めている。
注）延長は重複区間を含む

２ 海岸保全区域 漁港と漁港海岸の例
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離岸堤

堤防・護岸

○ 海岸保全施設とは、海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜、その他海水の侵入
又は海水による侵食を防止するための施設 【海岸法第２条第１項】

３ 海岸保全施設 海岸保全施設の概要
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突堤

離岸堤 人工リーフ（潜堤）

堤防

陸閘 水門

胸壁護岸

３ 海岸保全施設 海岸保全施設の例

操作施設
＝操作を伴う施設 7



海
岸
事
業

高潮、津波、波浪等による被害が発生する恐れのある地域について海岸保全施設の新
設・改良等を行う事業

海岸侵食による被害が発生する恐れのある地域について、海岸保全施設の新設・改良等
を行う事業

堤防・護岸の耐震対策を緊急的に実施することにより、地震発生後の堤防・護岸の防護機
能低下による浸水被害から人命や資産の防護を図る事業

海岸保全施設の老朽化対策等を実施し、計画的かつ集中的に推進することで、背後地の
人命及び資産の防護を図るとともに、維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減を図る
事業

既存の海岸保全施設の防災機能の的確な発揮や、水門の自動化等の避難対策を総合的
に実施し、津波又は高潮発生時における人命の優先的な防護を推進する事業

国土保全及び人命財産の防護とあわせて人工の砂浜や植栽等を整備し、快適な海岸環境
を保全、創出する事業

海岸法２７条、令８条

海岸法２７条、令８条

海岸法２７条、令８条

海岸法２７条、令８条

地
方
財
政
法
に
よ
る
事
業

補、交

補、交

交

交

交

補：補助事業(海岸事業)で実施するもの
交：交付金(農山漁村地域整備交付金及び沖縄振興公共投資交付金)で実施するもの

大規模地震や高潮のリスクが高く、重要な背後地を抱える地域や水産物の生産・流通上重
要な地域の海岸堤防を対象に、河川事業等の他事業と連携等により計画的・集中的に津
波や高潮等による壊滅的な被害を軽減するための事業

海岸法２７条、令８条

補

津波到達までの予想時間が短く重要な背後地を抱える地域にの海岸堤防等を対象に、計
画的・集中的に地震・津波対策を行う事業

海岸法２７条、令８条

補

補

海岸法２７条、令８条

海岸環境整備
事業

高潮対策事業

侵食対策事業

耐震対策事業

海岸メンテナンス事
業

津波・高潮危機
管理対策事業

海岸保全施設整備
連携事業

津波対策緊急
事業

海
岸
法
に
よ
る
事
業
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漁港海岸事業の予算の概要



9

（単位：百万円）

令和６年度 令和６年度

当初予算 当初予算 対前年度比 補正予算

（Ａ） （Ｂ） （Ｂ／Ａ）

 海岸事業 3,649 3,650 1.000 1,355

3,344 3,370 1.008 1,355

14 14 1.000 -                      

291 266 0.914 -                      

（注１）

（注２） このほか、農山漁村地域整備交付金として、76,249百万円の内数があり、地方の要望に応じて海岸保全施設の整備
に充てることができる。

　後進地域補助率差額等

計数は、四捨五入のため、端数において合計とは一致しない場合がある。

令和７年度漁港海岸事業関連予算の概要

　海岸保全施設整備事業

　海岸事業調査費（直轄）
     ※調査諸費を含む

令和７年度

令和７年度当初予算 漁港海岸事業 3,650百万円

（対前年度比 1.000）



＜ 事 業 の内容＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞

我が国は台風の常襲地帯であり、かつ地震多発地帯にあるため、高潮や津波
による海岸災害が頻発しています。また、海岸侵食も全国的に顕在化しています。
このため、以下の取り組みにより、海岸保全施設の整備を推進します。

１．漁港海岸事業（高潮・侵食対策）
国土保全上特に重要な地域を対象に、高潮、津波、波浪及び侵食による浸水災害を

未然に防ぐため、海岸保全施設の新設又は改良を実施します。

２．海岸保全施設整備連携事業
大規模地震や高潮のリスクが高い地域又は、水産物の生産・流通上重要な地域の

海岸堤防等を対象に、河川事業等の他事業との連携等により、津波や高潮による壊
滅的な被害を回避するための対策を実施します。

３．海岸メンテナンス事業
予防保全型のインフラメンテナンスへの転換に向けて、海岸保全施設の老朽化対策

等を計画的かつ集中的に実施するとともに、現場ニーズに合った新技術等の活用によ
る維持管理・更新等の高度化・効率化を進めます。

４．津波対策緊急事業
津波到達までの予想時間が短く重要な背後地を抱える地域の海岸堤防等を対象に、

津波対策を実施します。

漁港海岸事業＜公共＞

＜対策のポイント＞

○ 海岸法に基づき、国土の保全を目的として、高潮、津波、波浪及び侵食による被害から海岸を防護するため、海岸保全施設の整備を推進します。
○ 社会資本整備重点計画(Ｒ３年５月閣議決定)や５か年加速化対策(Ｒ２年12月閣議決定)を踏まえ、津波・高潮対策等を重点的に推進します。
＜事業目標＞

○ ゼロメートル地帯等における海岸堤防等の津波・高潮対策の整備率 （64％［令和７年度まで］）
○ 大規模地震が想定されている地域等における海岸堤防等の耐震化率 （59％［令和７年度まで］）

＜事業の流れ＞
国 地方公共団体

補助
補助率：２/３（１の事業）

１/２等（２、３、４の事業）

［お問い合わせ先］水産庁防災漁村課（03-3502-5304）

胸 壁 陸 閘

突 堤
排水機場

水 門

消波堤

離岸堤

消波工

緩傾斜護岸

養浜

堤防・護岸人工リー
フ

海岸保全施設の概念図

海岸メンテナンス事業
（老朽化対策の推進）

海岸堤防等の老朽化対策

対策前

対策後

対策前

対策後

海岸保全施設整備連携事業
（イメージ図）

【 令和７年度当初予算 3,650（3,649）百万円】
（令和６年度補正予算額  1,355百万円）



農山漁村地域整備交付金＜公共＞
【令和７年度当初予算 76,249（76,999）百万円】

＜対策のポイント＞
地方の裁量によって実施する農林水産業の基盤整備や農山漁村の防災・減災対策を支援します。

＜事業目標＞
○ 基盤整備完了地区における担い手への農地集積率（約８割以上［令和７年度まで］）
○ 木材供給が可能となる育成林の資源量の増加（25.5億m3［令和10年度まで］）
○ ゼロメートル地帯等における海岸堤防等の津波・高潮対策の実施率（64％［令和７年度まで］）

＜ 事 業 の内容＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞

１．都道府県又は市町村は、地域の実情に応じて農山漁村地域整備
の目標等を記載した農山漁村地域整備計画を策定し、これに基づ
き事業を実施します。

２．農業農村、森林、水産の各分野において、農山漁村地域の生産現
場の強化や防災力の向上のための事業を選択して実施することが
できます。
① 農業農村分野：農地整備、農業用用排水施設整備、

海岸保全施設整備等
② 森 林 分 野：予防治山、路網整備等
③ 水 産 分 野：漁港漁場整備、漁村環境整備、

海岸保全施設整備等

※このほか、盛土による災害の防止に向けた緊急的な対策等を支援します。

３．都道府県又は市町村は、自らの裁量により地区ごとに交付金の配
分が可能です。
また、都道府県の裁量で地区間の融通が可能です。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］（農業農村分野）農村振興局地域整備課（03-6744-2200）
 （森林分野） 林野庁計画課 （03-3501-3842）

   （水産分野） 水産庁計画・海業政策課（03-6744-2392）

国

都道府県

都道府県、市町村

市町村等
1/2等

交付金を活用した事業例
【農業農村基盤整備】 【水産基盤整備】

【海岸保全施設整備】【森林基盤整備】

ほ場整備による農業生産性の向
上と秩序ある土地利用の推進

老朽化した用水路の整備・更新

津波・高潮対策としての水門整備津波、高潮による被害を未然に
防ぐため海岸堤防の整備を推進

漁村における津波避難対策
（避難施設、避難経路の整備）

漁業作業の効率化と安全対策の
ための漁港整備（岸壁改良）

林道等の整備により効率的な
間伐材等の搬出を実現

治山施設による山地災害の未然
防止

1/2等

1/2等

（共通）切迫する南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の発生を見据えた防災インフラ整備



約2,700㎞

津波災害警戒区域

（57.0％）

高潮浸水想定区域

（46.7％）

未指定（43.0％）

未指定（53.3％）

津波災害特別警戒区域

○ 海岸堤防等の津波・高潮対策については、5か年加速化対策として災害リスクの高い沿岸域を対象として事業を推進。

○ 一方で、避難体制等の充実・強化など、ソフト面の対策である津波災害警戒区域等の指定状況については、5カ年加
速化対策の対象区間においても未指定区間が半分程度存在している状況。

○ 津波・高潮対策についても、ハード整備だけでなく、津波災害警戒区域等の指定を併せて行うなど、ハード面の対策とソフ
ト面の対策を組み合わせた総合的な対策が必要。

海岸堤防等の津波・高潮対策について

津波災害警戒区域及び高潮浸水想定区域の指定状況等津波・高潮対策について

◆ 海岸保全施設である堤防・護岸等にかかる津波・高潮対策
は、気候変動による海面水位の上昇等が懸念される中、巨
大地震による津波や東京湾をはじめとするゼロメートル地帯
の高潮等に対し沿岸域における安全性向上を図るため、5か
年加速化対策も活用しながら実施。

◆ なお、対策の実施にあたっては、背後地の人口集積の状況等
を勘案しつつ、災害リスクの高い沿岸域(例:南海トラフ地震
などの大規模地震が想定される地域、ゼロメートル地帯)の海
岸堤防等に集中(約2,700km)して実施。
（注）海岸保全施設のうち、堤防・護岸にかかる延長は全体で約9, 100㎞

＜津波・高潮対策の対象区間における区域指定の状況＞

（出所）国土交通省及び農林水産省の資料を基に作成。
指定状況は、津波はR5年8月末現在、高潮はR5年3月末現在。

対策
延長

津波

高潮

津 波
（津波防災地域づくり法）

高 潮
（水防法）

イエローゾーン
→建築や開発行為等の規制は
なく、区域内の警戒避難体制の
整備等を求めている

津波災害警戒区域
（指定：都道府県知事）

高潮浸水想定区域
（指定：都道府県知事）

オレンジ・レッドゾーン
→住宅等の建築や開発行為等
の規制あり

津波災害特別警戒区域
（指定：都道府県知事等）
※静岡県（1市）のみ



海岸保全施設整備での施設整備にあたり区域指定を要件化（個別補助・交付金共通）※R６～

社会資本整備重点計画（令和３年度～令和７年度） 令和３年５月28日閣議決定
【気候変動の影響等を踏まえた流域治水等の推進】
重点施策：最大クラスの高潮に対応した浸水想定区域図の作成及びハザードマップの作成の推進
指 標：高潮浸水想定区域を指定している都道府県数 Ｒ２年度５→Ｒ７年度39（沿海全都道府県）

海岸堤防等の津波・高潮対策に係る事業は、高潮浸水想定区域や津波災害（特別）警戒区域の指定等
のソフト対策が取り組まれている地域を対象とする

・高潮浸水想定区域又は津波災害（特別）警戒区域が指定されている海岸
・令和７年度末までに高潮浸水想定区域又は津波災害（特別）警戒区域が指定される見込みの海岸

【補助対象の要件】

（個別補助）
・海岸保全施設整備連携事業

【新たに要件化する事業】

（農山漁村地域整備交付金）
・高潮対策事業
・海岸耐震対策緊急事業のうち堤防・護岸等の耐震対策
・津波・高潮危機管理対策緊急事業のうち施設整備を行う事業

13



海岸メンテナンス事業における長寿命化計画変更支援の要件変更

長寿命化計画の変更支援について、沖合施設に係るものまたはコスト縮減効果等を新たに位置付けて
長寿命化計画を見直す場合に要件変更

・水門・陸閘等の追加に係るまたは水門・陸閘等の統廃合を新たに位置付ける長寿命化計画 ※令和５年度まで
・沖合施設に係る長寿命化計画 ※令和７年度まで
・新技術等を活用した施設の点検手法等を新たに位置付ける長寿命化計画 ※令和７年度まで

【令和５年度まで】

【令和６年度から】
・沖合施設に係る長寿命化計画 ※令和７年度まで
・水門・陸閘等の統廃合または新技術等の活用に係る短期的な数値目標及びそのコスト縮減効果を
新たに位置付ける長寿命化計画 ※令和７年度まで

水門・陸閘等の改良にあたり海岸法に基づく操作規則の策定と訓練の実施を要件化 ※R６～

水門・陸閘等の操作従事者の安全を確保するとともに、確実に閉鎖できる体制を確保するため、
水門・陸閘等の改良に係る事業について、
・海岸法に基づく操作規則を策定していること
・閉鎖体制の実効性を確認するための訓練を、操作規則で定められた回数実施していること

を要件化
14



〇 気候変動影響を防護目標に取り込んだ海岸の数
【 R1：０ → R7：39 】

○ 海面上昇等の影響にも適応可能となる順応的な砂浜の
管理が実施されている海岸の数

【 R2：１ → R7：20 】

〇 高潮浸水想定区域を指定している都道府県数
【 R2：５ → R7：39 】

○ 予防保全に向けた海岸堤防等の対策実施率
【R1：約84％ → R7：約87％】

○ 南海トラフ巨大地震・首都直下型地震、日本海溝・千島海溝
周辺海溝型地震等の大規模地震が想定されている地域等におけ
る水門・陸閘等の安全な閉鎖体制の確保率

【R1：約77％ → R7：約85％】
○ 南海トラフ地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝
周辺海溝型地震等の大規模地震が想定されている地域等
における海岸堤防等の耐震化率

【R1：約56％ → R7：約59％】

監視操作卓 

堤防整備 耐震化(地盤改良)

整備後

整備前

対策前 対策後

※Ｒ７は目標値

○ ゼロメートル地帯等における海岸堤防等の整備率
（計画堤防高を確保した整備率）

【R1：約53％ → R7：約64％】

15
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概 要：気候変動による海面水位の上昇等が懸念される中、巨大地震による津波や東京湾をはじめとするゼロメートル
地帯の高潮等に対し沿岸域における安全性向上を図る津波・高潮対策を実施する。

府省庁名：農林水産省・国土交通省

本対策による達成目標

◆中長期の目標

◆５年後（令和７年度）の状況

◆実施主体

流域治水対策（海岸）

災害リスクの高い地域等における津波・高潮対策の実施により、
沿岸域の安全・安心を確保する。

・気候変動による海面水位の上昇等が懸念される中、災害リス
クが高い沿岸域における安全性向上を図る津波・高潮対策に
必要な海岸堤防等（延長約2,700km）の整備率
現状：53％（令和元年度）
⇒中長期の目標：100％

本対策による達成年次の前倒し
令和32年度 → 令和22年度

・達成目標：64％
・巨大地震による津波や東京湾をはじめとするゼロメートル地帯の高
潮・高波など災害リスクが高く、官公署・病院・重要交通等が存在する
沿岸域において、既往最大クラスの高潮等に対応した堤防等の整備を
促進し、災害リスクが軽減される。

・国、海岸管理者（都道府県等） 海岸保全施設の整備により、災害のリスクを軽減

更なる高潮・高波対策が望まれる海岸

５か年加速化対策



概 要：「予防保全型の維持管理」への転換に向けて、要対策施設等の対応及びライフサイクルコストの縮減につながる取組を推進する
ため、事後保全段階の海岸堤防等において、海岸保全施設の機能の回復を図り、修繕・更新を実施する。

府省庁名：農林水産省・国土交通省

本対策による達成目標

◆中長期の目標

◆５年後（令和７年度）の状況

◆実施主体

海岸保全施設の老朽化対策

・事後保全段階の海岸堤防等（延長約7,100km）の修繕・更新率
⇒中長期の目標：100％（令和23年度）

※本対策により、推進可能となる。

・海岸管理者（都道府県等）

事後保全段階の海岸保全施設の修繕・更新を完了させ、当
該施設に期待される機能が維持・確保され、流域の安全性を
持続的に確保する。

・事後保全段階の海岸堤防等の修繕・更新率
達成目標：87％

※本対策により、推進可能となる。
・海岸に存在する事後保全段階の海岸堤防等の修繕・更新
を実施・完了することで、安全性を持続的に確保する。

コンクリート劣化・鉄筋露出

胸壁の補修

護岸の更新

護岸が損傷

＜事後保全段階の施設を修繕・更新することで安全性を確保＞

５か年加速化対策



気候変動をめぐる海岸の動き

気候変動影響の将来予測

気候変動への対応

将来予測

平均海面水位 ・上昇する

高潮時の潮位偏差 ・極値は上がる

波浪 ・波高の平均は下がるが極値は上がる ・波向きが変わる

海岸侵食 ・砂浜の6割～8割が消失

① 気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言（令和２年７月）
⇒ 海岸保全を、過去のデータに基づきつつ気候変動による影響を明示的に考慮した対策へ転換

② 海岸保全の基本方針の変更（令和２年11月）
⇒ 気候変動に影響による長期変化を適切に考慮
⇒ 都道府県は海岸保全基本計画の変更を行い、気候変動に対応した海岸整備を推進

③ 海岸保全施設の技術上の基準を定める省令（令和３年７月）
⇒ 海岸保全施設の設計にあたっては気候変動の影響を勘案し必要となる値を加える

④ 技術的助言等
「海岸保全施設の技術上の基準について」の一部改正について （令和３年７月30日）
「気候変動の影響を踏まえた海岸保全施設の計画外力の設定方法等について」 （令和３年８月２日）
「気候変動の影響を踏まえた海岸保全施設の計画外力の設定に関する参考資料等について」

（令和３年８月２日）

気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言【概要】より

※ 海岸保全基本計画の変更については農山漁村地域整備交付金により支援。 18



○今後の砂浜の侵食対策においては、これまでのように侵食被害が深刻化してから事後的に対策するのではなく、
予測を重視した順応的な砂浜管理を実施。

○砂浜を、堤防等と同じく海岸を防護する施設として管理すべき対象であるという認識のもと、海岸法に基づく
海岸保全施設として指定・管理し、現場において順応的管理を実践。

海岸保全施設として指定する
砂浜の範囲のイメージ（太枠の範囲）

侵食対策として整備した、
石川海岸（松任工区）の砂浜を海岸保全施設として指定
(海岸法に基づく指定としては初の事例)

石川海岸（松任工区）
まっとう

「予測を重視した順応的砂浜管理」の実施（砂浜を海岸保全施設として指定・管理）



（参考） 海岸保全施設 海岸保全施設に関するマニュアル等
海岸保全施設の技術上の基準・同解説（平成16年６月、平成30年８月改訂）
海岸法第14条第１項～第３項に基づく技術上の基準の適切な解釈と運用のため、法定受託事務の処理基準及び技術
的な助言を定めたもの

津波・高潮対策における水門・陸閘等管理システムガイドライン Ver３.１（平成28年４月）
海岸法第14条の２～第14条の４に定める操作規則と操作規程について、海岸管理者等がより安全かつ適切に水門・
陸閘等を管理運用していくための設備や体制・運用に対する基本的な考え方を示したもの

海岸保全施設維持管理マニュアル（令和２年６月改訂・令和５年３月一部変更）
海岸管理者による海岸保全施設の適切な維持管理を推進するため、予防保全型の維持管理に基づく、海岸保全施設の
点検・評価・対策工法・長寿命化計画等の標準的な要領を示したもの

第十四条 海岸保全施設は、地形、地質、地盤の変動、侵食の状態その他海岸の状況を考慮し、自重、水圧、波力、土圧及び風圧並びに地震、漂流物等による
振動及び衝撃に対して安全な構造のものでなければならない。

２ 海岸保全施設の形状、構造及び位置は、海岸環境の保全、海岸及びその近傍の土地の利用状況並びに船舶の運航及び船舶による衝撃を考慮して定めなけれ
ばならない。

３ 前二項に定めるもののほか、主要な海岸保全施設の形状、構造及び位置について、海岸の保全上必要とされる技術上の基準は、主務省令で定める。

第十四条の五 海岸管理者は、その管理する海岸保全施設を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて海岸の防護に支障を及ぼさないように努めなけれ
ばならない。

２・３（略）

第十四条の二 海岸管理者は、その管理する海岸保全施設のうち、操作施設（水門、陸閘その他の操作を伴う施設で主務省令で定めるものをいう。以下同じ
。）については、主務省令で定めるところにより、操作規則を定めなければならない。

２ 前項の操作規則は、津波、高潮等の発生時における操作施設の操作に従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。
３・４（略）
第十四条の三 海岸管理者以外の海岸保全施設の管理者（以下「他の管理者」という。）は、その管理する海岸保全施設のうち、操作施設については、主務
省令で定めるところにより、当該操作施設の操作の方法、訓練その他の措置に関する事項について操作規程を定め、海岸管理者の承認を受けなければなら
ない。

２ 前項の操作規程は、津波、高潮等の発生時における操作施設の操作に従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。
３～５（略）
第十四条の四 前条第一項の規定による承認を受けた他の管理者は、その管理する操作施設の操作については、当該承認を受けた操作規程に従つて行わなけ
ればならない。 20



○ 海岸堤防等の多くは、高度成長期に集中的に整備され、今後急速に老朽化することが懸念されている
○ 予防保全型の維持管理を推進するため、「海岸保全施設の維持管理マニュアル」について、平成26年３月の改訂で堤
防・護岸・胸壁を、平成30年５月の改訂で水門・陸閘・樋門・樋管を、令和２年６月の改訂で離岸堤等の沖合施設を
それぞれ追加し、各施設の点検手法、健全度評価、対策工法等がマニュアルに位置づけられた

海岸堤防等の老朽化の見通し 予防保全型の効率的・効果的な維持管理の推進（沖合施設の追加）
海岸分野での維持管理に係る取組
「海岸保全施設の維持管理マニュアル」に基づき、堤防・護岸・胸壁や
水門・陸閘等について、予防保全型の維持管理を推進

課題・問題点
長寿命化計画が策定された地区海岸のうち、海岸堤防等の陸上施設は進んで
いる一方で、離岸堤等の沖合施設は遅れている
実効性ある長寿命化対策を実施するため、早急に技術的な基準を示し、計画
的なメンテナンスによるトータルコストの縮減、平準化を図る必要がある

令和２年６月に「海岸保全施設維持管理マニュアル」を
改訂し、離岸堤等の沖合施設の点検手法、健全度評価、
対策工法等を位置づけ

離岸堤の老朽化が
進行している事例

50年以上
経過した施設
（約５割）

50年以上
経過した施設
（約８割）

2020年

2040年

※ R3.3 国土交通省・農林水産省調べ
※完成後５０年以上経過した施設には、施工年次不明の施設を含めている

（参考） 海岸保全施設 老朽化した海岸保全施設の適切な維持管理

21

50年以上経過した施設が20年で約８割に増加



剥離・損傷 ひび割れ 陥没 ブロック破損 目地の開き
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（参考）海岸保全施設維持管理マニュアルＲ２改訂 概要
○ 以前の海岸保全施設維持管理マニュアル（以下「マニュアル」という。）は、離岸堤、潜堤・人工リーフ、突堤・ヘッドランド等（以下
「離岸堤等」という。）の沖合施設について、「マニュアルの考え方に準拠しつつ適切な維持管理を実施すること」として具体的な点検基
準等が位置づけられていなかった

○ 沖合施設においても、陸上施設と同様に建設後長期間が経過した施設が多くなっており、今後も適正な維持管理水準を確保するため、統一
的な点検・評価項目を設定し、施設の点検・修繕方法、実施時期等を定めた「長寿命化計画」を各海岸管理者において定め、予防保全型の
維持管理を推進することが重要

○ このため、令和元年11月に「海岸保全施設維持管理マニュアル改訂検討委員会」を設置し、離岸堤等の施設管理の標準的な要領を検討
○ 今回のマニュアル改訂において、離岸堤等の沖合施設の点検や評価手法が位置づけられ、沖合施設のより具体的な長寿命化計画の策定が進
捗し、計画的な老朽化対策の実施による防護機能の確保が可能となった

課

題

対

応

・先行的に整備した海岸堤防等のみならず、離岸堤等の沖合施設に
ついても老朽化の進行が懸念
・沖合施設は、長寿命化計画の策定状況が約5割※にとどまっており、
十分な防護機能を果たせなくなる施設の増加が懸念
・沖合施設は、マニュアルの考え方に準拠しつつ適切な維持管理を
実施することとして、具体的な点検基準等の位置づけなし
・海岸保全施設の点検・評価作業を効果的かつ効率的に実施するた
めの技術の導入が課題
※ 財務省令和元年度予算執行調査 「（25）海岸事業（沖合施設の長寿命
化対策）」

○ 離岸堤等の所定の防護機能を確実に確保するため、
マニュアルの適用施設へ「離岸堤等」を位置づけ、
点検における評価手法等を設定

○ 海岸保全施設の点検における新技術等の優良技術の
活用を推進

○ 海岸保全施設の予防保全効果（LCC縮減）の達成状
況のフォローアップの必要性を明示

老朽化した海岸保全施設の例



○ 東日本大震災では、水門・陸閘等の操作に従事していた方が多数犠牲になった
⇒ 現場操作員の安全を確保しつつ適切な操作を図るための体制強化、災害時に
おける緊急措置等の不測の事態への対応の強化が必要

現状と課題

現場操作員が危険な状態となった場合の対応

※平成25年２月（国土交通省、農林水産省調べ）
※岩手県、宮城県、福島県を除く
※上記数値は海岸管理者数に対する割合

海岸管理者等からの
避難指示等

28％

その他７％

水門・陸閘等の管理・運用に関する規則等の策定状況

※平成25年11月（国土交通省、農林水産省調べ）
※岩手県、宮城県、福島県を除く

策定済み
44％

策定中１％

施設数
26,771基

策定していない
56％

現場操作員の
判断
67％

【東日本大震災で水門等の操作に関係した被害状況】
死亡・行方不明となった消防団員：254名
うち、水門閉鎖等に関係する消防団員：59名
（出典：消防団員等公務災害補償等共済基金資料）

施設数
26,771基

■ 海岸管理者等に対し、水門・陸閘等の操作方法、訓練等に関する操作規則等の策定を義務付け
■ 海岸管理者は、津波等発生のおそれがあり緊急の必要があるときは、障害物の処分等をし、付近の居住者等を水門・陸閘の

操作等の緊急措置に従事させることができることとし、これに伴う損害を補償

改正内容

水門・陸閘等について現場操作員の安全を確保しつつ適切に操作を行う体制を構築

うち常時閉鎖
している施設

17％
回答数＝272

（参考）海岸保全施設 操作施設の安全かつ確実な操作体制の確保
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○ 操作規則の策定対象は、海岸保全施設のうち、水門、樋門、陸閘、その他津波、高潮等による
海水の侵入を防止するために操作を伴う施設（操作施設）
○ フラップゲート構造で操作不要な場合は対象外
○ 常時閉鎖施設は、常時閉鎖する施設である旨操作規則で明記するとともに、定期的な動作確認
で開放した後の確実な閉鎖や、点検、維持管理方法について操作規則に定める
○ 完全閉鎖で解放することがないような常時閉鎖施設以外の施設（完全閉鎖施設）については、
操作規則の策定不要

① 操作規則の策定対象施設

陸閘（フラップゲート式）樋門（フラップゲート化したもの）

（参考）水門・陸閘等管理システムガイドライン
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（参考）水門・陸閘等管理システムガイドライン

海岸法施行規則第５条の６
① 操作施設の基準に関する事項
② 操作施設の操作の方法に関する事項
③ 操作施設の操作の訓練に関する事項
④ 操作施設の操作に従事する者の安全の確保に関する事項
⑤ 操作施設及び操作施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持に関する事項
⑥ 操作施設の操作の際に取るべき措置に関する事項
⑦ その他操作施設の操作に関し必要な事項
※ガイドラインの「添付資料2 操作規則及び関連要領/規則/ 細則等の例 」に操作規則の記載例あり

② 操作規則に記載すべき内容

25

○ 海岸法上、管理責任は海岸管理者
○ 操作活動には負傷等のリスクを伴うため、責任関係を明確にする
○ 委託元と委託先の関係や、地域の実情に応じて責任の範囲は適切に検討するものとするが、
水門･陸閘等の操作による背後資産等の損害が発生した場合には、現場操作員の重大な過失が
ある場合を除き、当該操作員への責任が生じ得ない契約内容とすることを原則とする

③ 委託に関する責任関係と現場操作員の過失について



閉鎖操作中陸閘（常時開放） 閉鎖完了

地

震

発

生

長
く
強
い
揺
れ

津
波
警
報
・
大
津
波
警
報

直
ち
に
退
避

海岸管理者 判断・指示

・
気
象
庁
情
報
収
集

道路操作者 通行止・退避

・
通
行
止
開
始
指
示

・
陸
閘
閉
鎖
操
作
指
示

・
退
避
時
刻
明
示

・
更
新
情
報
収
集
・
指
示

・危険と判断して退避
・退避時刻・指示で退避
・道路通行止 ・誘導
・退避時刻を認識

陸閘操作者 操作・退避

・危険と判断して退避
・退避時刻・指示で退避
・閉鎖完了後退避
・陸こう閉鎖操作
・退避時刻を認識

管理受託者

道路管理者

警
察

消
防

関
係
団
体

連絡

操作・退避ルールの概念図
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（参考）水門・陸閘等管理システムガイドライン



（参考） 予算執行調査 予算執行調査の内容
予算執行調査とは、財務省主計局の予算担当職員や日常的に予算執行の現場に接する機会の多い財務局
職員が、予算執行の実態を調査して改善すべき点を指摘し、予算の見直しにつなげていく取組

27財務省webページから



（参考） 予算執行調査(Ｈ29) 陸閘の整備等(1/2)

財務省webページから28



財務省webページから29

（参考） 予算執行調査(Ｈ29) 陸閘の整備等(2/2)



（参考） 予算執行調査(Ｒ１) 沖合施設の長寿命化対策(1/2)

財務省webページから30



財務省webページから31

（参考） 予算執行調査(Ｒ１) 沖合施設の長寿命化対策(2/2)



（参考） 予算執行調査(Ｒ３) 海岸保全施設の維持管理(1/2)

財務省webページから32



財務省webページから33

（参考） 予算執行調査(Ｒ３) 海岸保全施設の維持管理(2/2)
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